




補助率に関する特例申請の理由書 
 
事業分類：ソーシャルビジネス形成⽀援事業 
事業名：働きづらさを抱えた個⼈への⽀援 
申請者名：公益財団法⼈信頼資本財団 
 
補助率に関する特例を受けたく、下記の通り理由を述べます。 
 

記 
 
（１）財源の問題 

 休眠預⾦を地域で活⽤することは重要なことだと考えております。しかし、そのために 1 億
円を実⾏団体に届けようとすると、最低 2,000 万円の助成原資を資⾦分配団体が⽤意しなけれ
ばいけないとなると、我々のような財団ではそのための資⾦を⽤意することができず、役割を
担うことができません。また、寄付を原資として運営する我々のアライアンスでは、休眠預⾦
⽤のマッチング寄付を新たに募集する必要がありますが、⾮常に困難が予想されます。 

 

（２）制度の問題 
 本来この 20%ルールは助成終了後も⾃⽴することを⽬的としているはずです。実⾏団体を想
定して制度設計されたものと思慮します。我々のアライアンスメンバーは現時点でも⾃⽴して
おります。⾃⽴しているから資⾦分配団体が担えるのだと考えております。本来、事業がいかに
継続して取り組まれ、地域にインパクトを与えるかという観点で策定されたであろう 20%ルー
ルを来年度以降は是⾮資⾦分配団体には適⽤しないよう制度改正をお願いしたいと思います。 
 
 

以上 
 




